
活動指導案
実践団体名

■基礎データ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

田井新町自治会(自主防災会)

ソフト事業：ふれあいプラザ事業は全住民対象、災害時の土のう・止水板設置は近隣住民有志ハード事業：自治会役員ソフト事業：ふれあいプラザ事業は自治会経費と自己負担、土のうは市役所から提供、止水板は自治会（自主防災会）役員の手作りハード事業：河川改修は市役所・近鉄等が費用負担、防災無線は整備費　約７５万円（内市役所の補助金１８万円、残額自治会費）

田井新町の住民による水害対策
活動の概要

総合的な水害対策を実施する。ソフト対策として、日頃から地域の絆づくりを行い、その結果、大雨時には住民の自発的な助け合いで、地域の危険箇所に住む住民を守る。ハード対策として、大和高田市や近鉄と交渉し河川改修を実施し、自治会では防災無線を設置し情報発信手段も確保する。
□防災意識の向上□ハード、ソフト両面から地域防災力の向上田井新町の全住民

必要経費

（所要額、財源）

必要なマンパワー（実施者、役割、人数）
準備するもの

（道具、材料等）

活動で上げることが

できる力・能力

タイトル

対象者（受ける側）

活動・作業形態

所要時間

目標・ねらい

ソフト事業：平常時はふれあいプラザ事業などによる絆づくりや災害危険箇所の把握、大雨時は土のう積み、止水板設置支援ハード事業：市役所・近鉄等との交渉による河川改修事業、自治会では防災無線の整備ソフト事業：洪水ハザードマップ、土のう、止水板（手作り）ハード事業：防災無線の機器ソフト事業：ふれあいプラザ事業は１講座月１半日程度、災害時の土のう・止水板設置は大雨時に半日程度ハード事業：市役所との交渉は年数回

水害から死者を出さない



■活動の流れ↓活動の流れ ＜２＞ ＜３＞ ＜４＞ ＜５＞ ＜６＞ ＜７＞
①

水害の危険箇所を把握する（事前） → 過去の浸水被害について知る → 洪水ハザードマップで確認する → 地域のどこで浸水するかを把握する → → → →↓
②

水害対策を検討する（事前） → 水害の危険箇所のハード対策の検討を行う → 防災無線の整備について住民にアンケート調査を実施する → 水害の危険箇所のソフト対策の検討を行う → → → →↓
③

ハード対策を行う（事前） → 県や市管理の河川改修を県や市役所に要望する → 近鉄の線路下の用水路のバイパス工事を近鉄に要望する → 地域で防災無線を整備する（大雨時には避難情報を、普段は行事案内など放送） → → → →↓
④

ソフト対策を行う（事前） → 自治会役員は、水害危険箇所に住む住民に「ふれあいプラザ事業」に参加するよう呼びかける → 水害危険箇所に住む住民と地域住民との絆ができる → 近隣住民は水害危険箇所に住む住民を助けようと意識する → 自治会役員は、市役所から土のうを入手する → 自治会役員は、水害危険箇所にある住宅に土のうを配備する → 自治会役員は、水害危険箇所にある住宅に止水板を設置する（自治会役員の手作り） → 防災訓練（避難訓練・炊き出し訓練等）を行う
↓

→活動の留意点、資料など＜１＞



⑤

応急対策を行う（大雨時） → 自治会役員や住民は、大雨の情報を入手する（テレビ、ラジオ、インターネット、メール、市役所等） → 自治会役員は、必要に応じて防災無線で避難情報などを放送する → 近隣住民は、水害危険箇所に住む住民を守るため自主的に土のう積みや止水板を設置する → さらに危険な場合、近隣住民は、水害危険箇所に住む住民の避難支援を行う → 浸水被害が発生した（恐れのある）場合、市役所・消防署などに通報する → 市役所は被害調査、避難所開設等の応急対策を行う → 地域住民は炊き出しなど避難所運営を行う
↓

⑥

復旧対策を行う（浸水被害後） → 市役所は被災者支援を行う → 自治会役員や住民は、被災者宅の復旧作業を支援する（水害ゴミ搬出、泥だし、家の片付け等） → → → → →↓
⑦

復興対策を行う（水害に強いまちづくり） → 危険箇所のハード対策の検討を行う → 危険箇所のソフト対策の検討を行う → 地域の絆づくりをより強める → → → →↓
⑧ → → → → → → →↓
⑨ → → → → → → →



↓
⑩ → → → → → → →
■活動の評価方法

①数や量の変化による評価

②その他の評価

■備考・その他（活動のコツなど）

①活動のコツなど

②参考資料等

※　活動指導案作成のための準備物　：　①写真（活動の代表的な写真、流れがわかる写真等）、②参加者への配付資料、③実施者向けマニュアル・資料　等
□日頃からふれあいの絆づくりができていてこそ、災害時に助け合いができる□市役所などの河川改修は計画的に実施されるよう要望する

□水害発生件数・死者数□防災訓練の参加者数□防災意識の向上□土のう積みなどのスキルアップ

□大和高田市洪水ハザードマップ



活動指導案
実践団体名

■基礎データ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

田井新町自治会(自主防災会)

□啓発（広報誌記事作成）：　　１人□斡旋：　　１人、　□斡旋（火災警報器の取付）：　　１人□消火訓練：　　規模により異なる□啓発（広報誌記事作成）：　　０円（広報誌の予算内で対応）□斡旋：　　０円、　□斡旋（火災警報器の取付）：　　０円□消火訓練：　　０円（防災訓練の予算内で対応）

火災警報器・消火器の斡旋と消火訓練で火災に強いまちづくり
活動の概要

自治会（自主防災会）の取り組みとして火災警報器や消火器の斡旋、消火訓練を行い、地域ぐるみで火災対策を実施する。火災警報器の斡旋時に、災害時要援護者などの希望者には取り付けも自治会（自主防災会）で行う。
□防火意識の向上□初期消火のスキルアップ田井新町の全住民

必要経費

（所要額、財源）

必要なマンパワー（実施者、役割、人数）
準備するもの

（道具、材料等）

活動で上げることが

できる力・能力

タイトル

対象者（受ける側）

活動・作業形態

所要時間

目標・ねらい

□災警報器や消火器の斡旋□消火訓練（実技・体験）□災警報器や消火器の見本、広報誌への掲載記事・写真□消火訓練用の水消火器　等□啓発（広報誌記事作成）：半日□斡旋（取りまとめ）：半日、□斡旋（配布）：半日、□斡旋（希望者への火災警報器取付）：半日□消火訓練：半日

日常時や、地震などの災害時に、火災を発生させない。発生しても初期消火を確実に行えるよう地域ぐるみで取り組む。火災による死者を出さない。



■活動の流れ↓活動の流れ ＜２＞ ＜３＞ ＜４＞ ＜５＞ ＜６＞ ＜７＞
①

自治会（自主防災会）の役員会で計画 → 自治会（自主防災会）の役員会で実施計画を立案 → 自治会（自主防災会）総会で承認 → → → → →↓
②

火災警報器の斡旋（繰り返し実施） → 業者を選定する → 業者から見積もりを取る → 斡旋内容を決定する → 広報誌で斡旋について周知 → 申し込み受付 → 発注 → 現金と引き替えで商品を渡す
↓

③

火災警報器の取付支援（災害時要援護者等） → 自治会（自主防災会）役員で取付支援を行う者を決める → 火災警報器の斡旋時に希望の有無も回答してもらう → 希望者のとりまとめを行う → 自治会（自主防災会）役員が希望者と日程調整を行う → 自治会（自主防災会）役員が希望者宅に行き、取り付けを行う（無料） → →↓
④

消火訓練（毎年） → 消防署に訓練の協力依頼を行う → 訓練内容を消防署と詰める → 広報誌で訓練の参加を呼びかける → 訓練の準備を行う → 体験訓練を実施する → 後片付けを行う →↓

→活動の留意点、資料など＜１＞



⑤

消火器の斡旋（毎年） → 業者を選定する → 業者から見積もりを取る → 斡旋内容を決定する → 広報誌で斡旋について周知 → 申し込み受付 → 発注 → 消火訓練の会場で現金と引き替えで商品を渡す（古い消火器は引き取り）↓
⑥

ふりかえり → 火災警報器・消火器の斡旋、消火訓練のふりかえりを行う → 斡旋は繰り返し実施する → 訓練の結果等を広報誌に掲載する → → → →↓
⑦ → → → → → → →↓
⑧ → → → → → → →↓
⑨ → → → → → → →↓



⑩ → → → → → → →
■活動の評価方法

①数や量の変化による評価

②その他の評価

■備考・その他（活動のコツなど）

①活動のコツなど

②参考資料等

※　活動指導案作成のための準備物　：　①写真（活動の代表的な写真、流れがわかる写真等）、②参加者への配付資料、③実施者向けマニュアル・資料　等
□火災警報器や消火器の普及・斡旋は、くりかえし啓発していく必要があり、広報誌に何回も掲載する□火災警報器や消火器の斡旋は、信頼できる業者から見積もりを取る。古くなった消火器は引き取ってもらう。□火災警報器の取り付けが困難な住民（災害時要援護者など）には、自治会（自主防災会）役員が斡旋時に取り付け支援を行う。

□火災発生件数・死者数□火災警報器・消火器の普及率□消火訓練の参加者数□防火意識の向上□初期消火のスキルアップ

□火災警報器の普及率の推計（平成２２年６月時点）：○奈良県　５０．５％、○中和広域消防本部管内　４８．５％、○田井新町　７０％□出火率（平成２０年）：○奈良県　３．３％、○大和高田市　２．５％□死者数（平成２０年）：○奈良県　１３人、　○大和高田市　　０人



活動指導案
実践団体名

■基礎データ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

タイトル

対象者（受ける側）

活動・作業形態

所要時間

目標・ねらい

多くの住民が参加できるサークル的な教室など調理器具、パソコン、ネット回線、カラオケ設備（通信）、防災設備等各事業２～３時間

□自治会と各団体が協力し、向う３軒両隣でふれあいの絆を作り、自助・共助による自主防災・防犯活動が円滑に実施できるようになる□男性料理教室は、男性一人でも料理ができるようになる□ふれあいの絆□男性の生きる力田井新町の全住民

必要経費

（所要額、財源）

必要なマンパワー（実施者、役割、人数）
準備するもの

（道具、材料等）

活動で上げることが

できる力・能力

田井新町自治会(自主防災会)

役員１２人で分担□自治会予算　年間４７万円□参加者の自己負担　①男性料理教室５００円以内、②パソコン教室３００円、③世代間交流（ふれあいサロン１００円）、④カラオケの集い２００円

ふれあいの絆を深めて安全・安心の自治会活動（ふれあいプラザ事業）
活動の概要

防災・防犯などの安全・安心まちづくりを行うには、普段から地域の絆づくりが重要であり、町内の各団体が協力し４大事業を展開（毎月開催）する。①男性料理教室（第１日曜日昼）、②パソコン教室（第２日曜日午前）、③世代間交流「ふれあいサロン」（第３土曜日午前・午後）、



■活動の流れ↓活動の流れ ＜２＞ ＜３＞ ＜４＞ ＜５＞ ＜６＞ ＜７＞
①

年間計画を立てる → 自治会評議員会で計画を立てる → 自治会総会で賛同を得る → → → → →↓
②

参加者を募集する → 広報誌「田井新町だより」で広く参加者を募集する → 自治会役員等が参加を呼びかける → → → → →↓
③

【料理教室の事例】事前準備を行う → 担当役員が献立を考える → 料理教室の前日に参加者が材料の買い物を行う → → → → →↓
④

【料理教室の事例】料理教室を実施する（ふれあいの絆づくり） → 参加者で調理を行う → 食事会を行う → 自治会の担当役員（先生）から講評を行う → 参加者全員で後片付けを行う → → →↓

→活動の留意点、資料など＜１＞



⑤

【料理教室の事例】〔任意〕食事会に出かける（ふれあいの絆づくり） → 料理教室で調理したメニューを出す専門店での食事会を企画する → 料理教室の参加者対象に、食事会の開催案内を行う → 専門店での食事会を開催する → → → →↓
⑥

ふれあいプラザ事業の報告を行う → 広報誌「田井新町だより」で報告を行い、今後の参加者確保につなげる → 自治会総会で報告を行う → → → → →↓
⑦ → → → → → → →↓
⑧ → → → → → → →↓
⑨ → → → → → → →



↓
⑩ → → → → → → →
■活動の評価方法

①数や量の変化による評価

②その他の評価

■備考・その他（活動のコツなど）

①活動のコツなど

②参考資料等

※　活動指導案作成のための準備物　：　①写真（活動の代表的な写真、流れがわかる写真等）、②参加者への配付資料、③実施者向けマニュアル・資料　等□「全国まちづくり情報誌」を購入□ボーイスカウト指導の経験が役立っている
□中心になる事業を行う前にアンケート調査を行う□自治会の広報誌で、ふれあいプラザ事業の開催案内を掲載する□自治会役員が独居老人等にふれあいプラザ事業の参加を勧める□老人会が古紙回収に全戸回り独居老人の安否確認を行う

ふれあいプラザ事業の参加者数　○老人会　３５人→５８人、○婦人会　１２人→２５人、○子ども会　３０人→７０人□住民に安全・安心まちづくりの取り組みの理解が得られるようになった□住民に安全・安心まちづくり関連予算の増額が認められるようになった



活動指導案
実践団体名

■基礎データ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

タイトル

対象者（受ける側）

活動・作業形態

所要時間

目標・ねらい

「居住者名簿」作成「居住者名簿」のカード□カードの作成期間□名簿の作成依頼・収集期間

田井新町自治会の住民の「居住者名簿」を作成し、緊急時の連絡体制を確立する緊急時の速やかな連絡体制の確立田井新町の全住民

必要経費

（所要額、財源）

必要なマンパワー（実施者、役割、人数）
準備するもの

（道具、材料等）

活動で上げることが

できる力・能力

田井新町自治会(自主防災会)

自治会長など自治会役員や、２１人の隣組長（自治会の末端組織の役員）など「居住者名簿」のカードの印刷代

緊急連絡のための居住者名簿づくり
活動の概要 災害時の安否確認や、平常時でも急病人や火災発生など緊急時の連絡体制を確立するため、「居住者名簿」を作成する



■活動の流れ↓活動の流れ ＜２＞ ＜３＞ ＜４＞ ＜５＞ ＜６＞ ＜７＞
①

「居住者名簿」のカードを作成する → 緊急連絡のための居住者名簿づくりについて、自治会の役員会で合意を得る → 「居住者名簿」のカードの様式を作成する → 自治会総会に諮り合意を得る → ※自主防災会結成を機に取り組む → → →↓
②

「居住者名簿」カードの記入を住民に依頼する → 広報誌「田井新町だより」の配布時にカードを配布し記入を依頼する → → → → → →↓
③

「居住者名簿」カードを回収する → 町内の２１人の隣組長は自分の担当区域の世帯からカードを回収する → 回収したカードを自治会長に提出する → → → → →↓
④

「居住者名簿」カードを管理する → 各隣組長から提出されたカードをバインダーにとじる → 「居住者名簿」は自治会長のみが原本を保持し管理する → → → → →↓

→活動の留意点、資料など＜１＞



⑤

緊急時に「居住者名簿」を活用し緊急連絡を行う → 災害時の安否確認や、平常時でも急病人や火災発生など緊急時に、カードに記載の連絡先に連絡する → → → → → →↓
⑥

「居住者名簿」カードの維持管理を行う（定期） → 時間の経過とともに情報が古くなるので、５年に一度名簿カードの更新を依頼する（国勢調査の翌年） → → → → → →↓
⑦

「居住者名簿」カードの維持管理を行う（随時） → 入居時にカードを作成していただき、自治会の入会申し込みを兼ねる → 死亡時には、隣組長などからの連絡により名簿の削除を行う → 転出時には、隣組長などからの連絡や、自治会費の納入状況から確認し、名簿を削除する → 出生時は、なかなか把握が困難で定期的なカードの更新時に把握する → → →↓
⑧ → → → → → → →↓
⑨ → → → → → → →↓



⑩ → → → → → → →
■活動の評価方法

①数や量の変化による評価

②その他の評価

■備考・その他（活動のコツなど）

①活動のコツなど

②参考資料等

※　活動指導案作成のための準備物　：　①写真（活動の代表的な写真、流れがわかる写真等）、②参加者への配付資料、③実施者向けマニュアル・資料　等「居住者名簿」カードの様式
□居住者名簿は全世帯から回答いただいている　定期的な名簿の更新のほか、転入者、転出者、出生者、死亡者の把握に努めている□役立つ名簿にするため、携帯電話の番号も把握している

「居住者名簿」の回収率
「居住者名簿」作成による住民及び自治会長の安心感



活動指導案
実践団体名

■基礎データ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

タイトル

対象者（受ける側）

活動・作業形態

所要時間

目標・ねらい

広報誌づくり原稿（記事にするネタ、写真）、パソコン、パソコンソフト（ワード・イラストレーター等）、コピー機（印刷機）、紙発行の１か月前から準備

□地域の絆づくりに役立つ情報を発信する□自主防災や防犯活動に関する情報を繰り返し発信する□地域活動への理解が深まる□自主防災・防犯に関する知識が身につく田井新町の全住民

必要経費

（所要額、財源）

必要なマンパワー（実施者、役割、人数）
準備するもの

（道具、材料等）

活動で上げることが

できる力・能力

田井新町自治会(自主防災会)

編集委員４人（住民によるボランティア）１回あたり６千円（財源：自治会費）

広報誌「田井新町だより」で住民への啓発
活動の概要

防犯・防災をはじめ地域活動の案内や報告、４コマ漫画、高田の方言など田井新町の住民対象に情報発信□発行回数　年３回～４回　　　□発行部数　４２５部



■活動の流れ↓活動の流れ ＜２＞ ＜３＞ ＜４＞ ＜５＞ ＜６＞ ＜７＞
①

編集会議を行う → １か月前に編集会議を開き、内容を検討する → 事前に集めたネタなども活用する → → → → →↓
②

編集する → 記事・写真を集める → パソコンソフト（ワード・イラストレーター等）で編集する → → → → →↓
③

印刷する → 編集した原稿を印刷する → → → → → →↓
④

配布する → 広報誌の配布業務を子ども会に委託する → 広報誌が仕上がると子ども会から配布してもらう → → → → →↓

→活動の留意点、資料など＜１＞



⑤

次号の準備をする → 発行のふりかえりを行う → 次号に向けてネタ集めを行う → → → → →
⑥ → → → → → → →↓
⑦ → → → → → → →↓
⑧ → → → → → → →↓
⑨ → → → → → → →



↓
⑩ → → → → → → →
■活動の評価方法

①数や量の変化による評価

②その他の評価

■備考・その他（活動のコツなど）

①活動のコツなど

②参考資料等

※　活動指導案作成のための準備物　：　①写真（活動の代表的な写真、流れがわかる写真等）、②参加者への配付資料、③実施者向けマニュアル・資料　等
□編集委員は地域で公募したボランティアが担う□大事なことは繰り返し掲載する□広報誌（県・市・田井新町）の配布は子ども会に委託し、子ども会の活動を支援し、併せて自治会の負担を軽減する□ネタ収集は、①住民の絵画など芸術系ネタは市の市展や高齢者作品展などで写真撮影してくる、②住民からの持ち込みなど

発行回数□地域活動への理解□自主防災・防犯に関する知識□住民からのネタの提供□子ども会の活動支援（広報誌配布業務の委託）


